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抄録 

 「コミュニケーション」という行動、概念が広範囲で使われ、それぞれの

状況でそれが持つ意味は当事者にとっても、研究者にとっても統一されない

場合が多い。仲間と昼食をとりながら、特別な目的もない会話もあれば、交

わされるメッセージの受け止め方によっては命に影響を与えたり、また、歴

史の流れが大きく変化したりすることもある。 

 医療を取り巻く状況で行われるシンボル活動としてのコミュニケーション

には、多くの状況ではそれほど気にする必要もない、しかし、「シンボルの

交換を通して意味を創造、再生、共有する過程」としてのコミュニケーショ

ンが危機的な役割を果たしたり、コミュニケーションそのものが危機の発生

源となったりすることもある。 

 本稿では、平成23年3月11日に発生した東日本大震災や、それによって引き

起こされた原発事故の被災者の救援にいち早く現地に駆けつけた医師による

報告をまず紹介する。現地にいた者にしか理解、想像ができないコミュニケ

ーションの危機的役割について考察する。そして、がん患者を取り巻く、家

族をはじめとする重要他者が体験する危機的コミュニケーションに関する調

査研究の報告をし、次に今日の日本社会で「危機的状況」の一つとして考え

られる、いじめの状況でのコミュニケーション研究を紹介する。最後に、危

機とコミュニケーションに関する質的研究の重要性について考察する。 
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１．東日本大震災における政府の震災 

対応とリスクコミュニケーションに関する検討 

はじめに 

平成 24年 3月 11日に発生した東日本大震災

は、東北地方を中心に三陸沖沿岸部５００ｋｍ

にわたって甚大な被害をもたらし、死者行方不

明者は約 1 万 9 千人、ピーク時の避難者は 40

万人以上、直接的被害額は 16－25兆円と試算さ

れた。加えて、地震と津波による被害受けた東

京電力福島第 1原子力発電所では、全電源喪失

に伴い大量の放射性物質が漏出する重大な原子

力事故を引き起こした（以後、福島第 1原発事

故）。福島原発事故の 3月 11－20日までの最初

の 10日間における概略は以下の通りであり、3

月 15日までは連日水素爆発が発生し、制御不能

の状況であった。 

福島第 1原発事故に対して、日本政府そして

東京電力は、当初周辺住民への避難指示や近隣

の自治体への原子力災害対応指示、そして福島

第 1原発事故への対応などが適切に行えず、加

えてメディアを通じて社会に対して適切な情報

提供を行わなかったため、日本全体深刻な社会

不振そして社会恐怖をもたらした。 

 

医療従事者として 

震災発生直後より我々医療従事者は、津波・

地震による負傷者の治療のため、そして避難所

にいる被災者の支援のために活動を開始した。

津波被害が甚大であった岩手県・宮城県には日

本 DMAT(Disaster Medical Assistant Team)を

含む多くの災害医療チームが参集して活動が行

われた。一方福島県は福島第 1原子力事故によ

る放射線災害を懸念して、安全が保証できなか

ったため、日本 DMATを含めほとんどの災害医療

班が早期に撤収ないしは支援に訪れない状況が

発生した。 

その中で日本医師会は災害医療支援チーム

JMAT（Japan Medical Assistant Team）を 3月

12日から福島県沿岸部に派遣し、地元の医療関

係者の指揮の下、避難所生活を余儀なくされた

被災者に医療活動や人道支援活動を行った。こ

の時点で放射線の影響を恐れて食糧や水・ガソ

リンが外部から届かない異常な状況において、

多くの住民が避難できずにいわき市、南相馬市、

相馬市などの沿岸部自治体に残っていた。 

この極限状態の中で我 J々MAT関係者は、白衣

を着用して可能な限り平成に立ち振る舞い、被

災者に対して通常通りの診療行為を行った。加

えて放射線への影響に対する不安を抱える住民

に対して、適切な情報提供や指導を行った。ま

た当初我々はインターネットを通じた情報発信

を行っていたが信頼性が問題となったために、3

月 16 日よりメディアを通じての情報発信を行

うこととした。我々の目標は災害医療支援活動

を通じて、被災者への安心感を与えることであ

った。 

福島第 1原発事故に対応する自衛隊・警察・

消防・海上保安庁そして東京電力の関係者の努

力により 3月 16日以降は水素爆発が発生せず、

3月 20日の外電送電の復旧に伴い、事態が好転

した。被災地でも増援の医療班が到着し、食糧・

水・ガソリンなどの生活必需品が届いた。 

 

最後に 

今回の東日本大震災での福島県での災害支援

に従事した経験より、我々医療従事者の使命は、

被災者への医療活動や人道支援活動を通じて、

安心感を与え、社会との信頼関係を再構築する

ことであることを再認識した。この教訓を将来

日本で発生しうる大規模災害に生かしていきた

い。 
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２．がん患者の重要他者が体験する 

「危機」とコミュニケーション 

 生命に関わるがんに罹患することは、人生の

「危機」に直面することに等しい、という言説

に異を唱える者はあまりいないだろう。ただし、

がんという「疾患」が罹患した当人の健康や生

命を脅かすだけでなく、がんという「病」が「が

ん患者」となった者の経済基盤、社会性、人間

関係、そしてアイデンティティをも脅かす

[１][２]といった側面についての知識と知見が

蓄積されてきたのは近年のことである。さらに

は、そういった「危機」は患者のみならずその

周囲の者にも波及する、ということについての

関心および研究はまだ限られている。日本では

２人に１人がなんらかのがんに罹患する、とい

う数字が示すように、いまや「がん」や「がん

患者」と無関係でいられる者を探す方が難しい、

という現実があるにも関わらず、である。 

 がん患者の「支援者」としてあるいは「第２

の患者」としてがん患者の重要他者が体験する

類いの「危機」については、比較的、注目・研

究されるようになっている。それががん患者に

対するより良い「医療とケア」を脅かすもので

あると認識されているからだ。その一方で、「医

療とケア」の枠組みから離れた文脈、たとえば

重要他者個々人の生活現場や職場、人間関係に

おいて彼（女）らが体験する類いの「危機」に

ついてはほとんど注目・研究されていない。そ

の理由としては、「医療とケア」の枠組みから離

れた文脈において重要他者が体験する類いの

「危機」は、より良い「医療とケア」に対して

の直接的な脅威であるとは考えられていないか

らだろう。 

 しかしながら、がん患者やその重要他者は常

に「医療とケア」の枠組みの中で暮らしている

わけではない。「医療とケア」の枠組みから離れ

た文脈においてがん患者の重要他者は、「がん患

者と共生する社会生活者」として上記に限らな

い様々な危機に直面する。そして彼らはそうい

った類いの「危機的状況」に処するべく、意識

的にせよ無意識的にせよ、種々のコミュニケー

ション・ストラテジーを使うことに腐心してい

るが、がん患者とのコミュニケーションにおけ

る定説や「べき論」（傾聴、共感の表現のテクニ

ックなど）を彼らは必ずしも有効と考えていな

いし、実践もしていない。 

 がん患者の重要他者に対して行ったインタビ

ュー及び研究者自身の参与観察に基づくと、彼

らは（A）（患者との）乖離の危機、（B）役割・

関係性の変容とそれに対する適応を強いられる

危機、（C）日常の崩壊の危機、を体験している。

そしてがん患者の重要他者はそれぞれの危機に

対処するために、（a）（患者に対して）あえて同

調／同情しないコミュニケーション（b）追従す

るコミュニケーション（c）日常を「演出」する

コミュニケーションを実践している。他方、コ

ミュニケーションそのものが「危機」を誘発し

増幅し顕在化させるといった現象をも重要他者

は体験している。すなわち、コミュニケーショ

ンは単に「危機」に対応するための手段ではな

く、「危機」そのものを内在しており、このこと

は、がん患者の重要他者のコミュニケーション

体験において大きな意味を有するものとなって

いる。 

  

３．「いじめ」という危機に被害者と 

その周囲の人々が対処する際、鍵となるコミュ

ニケーションおよび人間関係上の要素について 

本稿では、いじめという「古くて新しい問題」

を、コミュニケーション学の観点から取り上げ

る。先行研究において指摘されているいじめの

難しさのひとつに、いじめを受けている被害者
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がそのことを誰にも言おうとしないため、事態

が長期化したり、当事者以外は気づかないうち

にエスカレートしてしまったりする（気づくの

は、被害者の自殺など最悪の結果に至ってしま

った場合のみ）、という問題がある［３］。これ

は、一般的にいじめ問題に対して提唱されるこ

との多い「いかにいじめが起こらないようにす

るか」という予防・根絶を目指すアプローチで

は解決できない。むしろ、「いじめは起こるもの

だ」ということを大前提に、被害者が（親や友

人などの）周囲の人々に助けを求めないのはな

ぜか、逆に、どのような状況であれば周囲に相

談しようと思えるのか、そして、もしそのよう

な相談を受けた時、被害者の周囲の人々にはど

のようなコミュニケーションが求められるのか、

といった観点からの研究が必要となる。事実、

いじめの被害者が周囲に相談することができた

ケースでは、そうでなかった場合と比べ、うつ

傾向の緩和、ウェルビーイングの改善、学業成

績の回復・向上などが見られる［４］ことから

も、いじめ被害者と周囲の人々とのコミュニケ

ーションについて解明を進めることは、いじめ

の被害を最小限におさえるためには急務だと言

える。 

これに対し、最近の研究によって、いじめの

被害者が親や友人などの周囲の人々に相談する

か否かの鍵となるのは、日頃の親子関係や人間

関係におけるコミュニケーションを通して「こ

の人は自分の言う事を否定せずに、きちんと受

けとめて聴いてくれる」「問題を（拙速に解決し

ようとするのではなく）共感してくれる」「どん

なことがあっても自分の味方でいてくれる」と

いった信頼が築かれているかどうかである、と

いうことが明らかになってきた［5］［6］。逆に

言うと、いじめが疑われるからといって、急に

それまでのコミュニケーションの取り方を変え

ようとしても即効薬とはなりえず、常日頃から

質の高いコミュニケーションと人間関係を維持

しておくことが何よりのリスク・コントロール

になる、ということである。今後は、この当た

り前のようでいて、実際には多くの家庭、学校、

職場において実現されていない、いじめ被害を

最小限にくいとどめるための処方箋に対する意

識をいかに高めていくかが、研究上の大きな課

題として挙げられる。 

 

４．「危機コミュニケーション」の質 

的研究がめざすもの 

 東日本大震災と原子力発電所の事故をめぐる

対応、また放射線被害に関する多くの情報の内

容、さらにはそれらの伝達方法などによって、

情報を発信する側と受ける側との間で、冷静に

対応できる対人コミュニケーションの状況とは

異なる「ノイズ」(心理的、社会的、あるいはコ

ミュニケーションの特性そのものがメッセージ

交換と意味の創造に影響する場合を含む)の影

響によって、通常では考えられない結果が生じ

ることが明らかになった。永田の報告によって、

震災と原発の被害を最も強く受けた人たちとの

直接の関わりを通して初めて、そしてそれに関

わった者にしか明らかにすることができない調

査、研究の領域、課題があることがわかった。 

 同様に、がん患者にとっての最大の「危機」

はがんという病気に罹患し、これから自分の命

がどのように変化するのか、という大きな疑問

は当然だが、家族をはじめとする重要他者との

関わりがどう影響を受け、さらにはその関わり

が新たな「危機」を孕んでいるという、かなり

衝撃的なことが船山によって報告された。また、

松永はいじめという、地震や津波、疾病とは一

見性質をこととする、しかし今日の日本社会で

は深刻な、そして目に見えない「病理」によっ
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て、人間がどのような危機に追い込まれるのか、

という研究の報告をした。 

これらのことから、災害に限らず、医療者と

患者や家族との会話、企業内での上司と部下や

同僚との打ち合わせ、そして日常の教師と生徒、

友人同士、夫婦や親子間のことば、非言語シン

ボルによって構成されるメッセージを介したコ

ミュニケーションには「潜在的危機」が常に存

在することがうかがえる。 

 社会科学としてのコミュニケーション学、そ

れに「事実」を根拠とした医療を主流としてき

た医学の研究領域では、多くの事例・症例を通

して導かれた仮説や一般論を個別の事象にあて

はめて検証する実証主義的、決定論主義的研究

哲学と、演繹的論法に根差した研究が多く行わ

れてきた。 

 しかし、人それぞれ顔や容姿、性格、生活環

境が異なれば、「同じ」災害や病気、社会事象の

ことを語っているようで、実はそれらに対する

意味づけは大きく異なる。医療の分野で患者の

「語り」を「証拠」とした診察、治療が脚光を

浴び始めたことからも、人間が危機的状況に陥

った時こそ、考えられる要因を数値化し、互い

の相関関係を検証することによって結論を導き

出す研究より、人間の心の内側に光を当ててそ

れぞれの考え方を明らかにして解釈する、質的

研究が今後見直されるべきである［７］。当事者

にしか語れない、記号化できない事象は、当事

者の語りをとおしてのみ、研究に耐えるデータ、

資料、研究の源に変換することが可能である。 

 これまでのヘルスコミュニケーションの領域

の研究方法を考えると、質的研究が今後担うべ

き役割は大きいものと期待される。当然、質的

－量的という二律背反的な構図ではなく、双方

を組み合わせた研究方法の確立が理想的[８]と

言える。 
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